








〔はじめに〕 

脳性麻痺の記載は古く,古代エジプトの壁画にすら認められるものであるが,これらについ

て現代医学が解明し得ているかとなると,それは甚だ疑問と言わざるを得ない。我国に於い

ては,10 数年前育成医療についての行政面での関与が得られるようになって脳性麻痺児の

療育面ではかなりのsupport が得られるようになったが,これら援助が行き渡った反面，施

設へ移されたあとの患者については多くの場合医療の手を離れてしまい,結果的には治療

の可能性を放棄することにもなっている。これは内科的治療に止まらず,外科的に治療し得

る不随意運動,或いは錐体外路症状がそのまま放置される不利益も少なくないと思われる。

今回厚生省母子衛生課に於いて,小児慢性疾患の診断・治療・管理に関する研究の一環とし

て“脳性麻痺の治療”が取上げられたのもこれらの点に注目されたからと思われ,真に時宜

にかなったものと言えよう。 

我々の研究分担は,以上の点を踏まえて,行われる予定であるが,第 1 には現在までの脳性

麻痺治療の歴史ならびに現況について研究参加の各自が明確に理解しておくこと,第 2 に

は,それに伴って現在疫学的アプローチではどの様な形があるか,もしくは可能であるか。

また,疫学的に見た場合,将来の新たな情況予測が可能であるか否か,可能であるとすれば,

それはどの様な結論が推定されるか,そして第3には薬剤による治療の適応と限界,リハビ

リテーションの効果と連繋,整形外科的な手術治療の具体的効果とその限界,更には錐体外

路系障害による不随意運動に対する定位脳手術の適応とその限界,など具体的治療法につ

いて研究を行うことにした。 


